
鈴鹿市総合計画２０２３後期基本計画（素案）に対する意見公募における意見・対応一覧表

類　　型 素案該当頁 内　　容

2
第１章　大切な命
と暮らしを守るま

ち　すずか
5

　単位施策0121について，概要部分で
「情報伝達媒体の調査研究を行い」とある
が，この部分について調査研究を行う段階
なのか。
　「選定を行って充実を図る」というのが
良いのではないか。
　成果指標について，累計回数ということ
であるが，現状値に対して増やしてはいる
が，この成果指標は容易に達成できるもの
ではないのか。その点の検討はどのような
ものだったのか。

　情報伝達媒体は，日進月歩であることか
ら，常に調査研究する必要があり，その中
で費用対効果を検討し，本市に適応した媒
体を選定していきたいと考えておりますの
で，このような表現といたしました。
　成果指標の設定につきましては，めざす
べき都市の状態０１の成果指標である，日
常的に災害に関する情報を取得する手段を
確保している市民の割合（９５％）の達成
のために，情報伝達媒体の訓練回数や，整
備率等の検討を行いました。
　その上で，個々の媒体で数値目標が異な
ることから，情報伝達の全体的な観点から
指標として設定しました。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

危機管理部

3
第１章　大切な命
と暮らしを守るま

ち　すずか
5

・「稲生地区の中ノ川・堀切川洪水浸水想
定区域（避難対象地域）の見直しについ
て」は，誤りです。是正して下さい。

・目的のところに“不測の事態の時に必要
な情報を提供できる・・・”とあります
が。至極当然ではありますが，提供情報が
誤っていては，話になりません。
　計画立案以前に，状況（現況）を把握す
る力に偏りがあるようです。
　計画の精緻・見映えよりも状況把握力の
研鑽に資源投入を計画されてはいかがで
しょうか。

　御意見として承ります。
　今後の参考とさせていただきます。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

危機管理部

危機管理部1
第１章　大切な命
と暮らしを守るま

ち　すずか
3

　２０１４年８月１３日のお知らせ「台風
１１号に関する市長メッセージ
（http://www.city.suzuka.lg.jp/bousai/
news/files/0028.html）」にて御指示事
項３件と検証がされていません。

　平成２６年８月２７日（水）の「台風第
１１号災害対応検証会議概要」によれば，
市長の御発声はあるも検証終了の宣言がさ
れていません。「台風第１１号災害対応検
証結果一覧表」によれば，課題の洗い出し
と称すべきもので検証とはなりえていませ
ん（〇か×かの判定がない）
　以上より，行政ＴＯＰの御指示に従わ
ず，組織内部でその処理を２０１４年９月
２５日のお知らせ「台風第１１号の災害対
応検証結果を公表します
（http://www.city.suzuka.lg.jp/bousai/
news/files/0035.html）」に終えていま
す。
　まず，この是正を求めます。
　
　その上で，ページ３での「市民と行政が
連携し，不測の事態に備えていること」－
現状認識に課題があろうかと思います。で
すので，現状認識力を高める研鑽への資源
配分（人・物・金・時）を施策の立策に際
し，御考慮下さい。

添付文書
・後期基本計画（素案）ページ３
・「台風１１号に関する市長メッセージ
（http://www.city.suzuka.lg.jp/bousai/
news/files/0028.html）」
・「台風第１１号の災害対応検証結果を公
表します
（http://www.city.suzuka.lg.jp/bousai/
news/files/0035.html）」
・台風第１１号にかかる災害対応検証概要
・台風第１１号災害対応検証結果一覧表
・台風第１１号災害対応検証会議概要
・「鈴鹿市避難勧告等の判断・伝達マニュ
アル」の見直しについて

　御意見として承ります。
　今後の参考とさせていただきます。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

No.
意　　　見

後期基本計画（素案）への対応（案）
後期基本計画（素

案）への修正対応の
有無

担当部局

1



鈴鹿市総合計画２０２３後期基本計画（素案）に対する意見公募における意見・対応一覧表

類　　型 素案該当頁 内　　容
No.

意　　　見
後期基本計画（素案）への対応（案）

後期基本計画（素
案）への修正対応の

有無
担当部局

4
第１章　大切な命
と暮らしを守るま

ち　すずか
6

　めざすべき都市の状態02について，現状
認識の部分で4行目，「毎年のように発生す
る風水害」について「気候変動の影響によ
る風水害」とした方が良いのではないか。

　行政のミッションの部分で，4行目「南海
トラフ地震などの」の部分については特出
しで記述しなくてもよいのではないか。

　「気候変動の影響により，毎年のように
発生する風水害」に修正いたします。
　ミッションにつきましては，今年の3月に
内閣府が「南海トラフ地震の多様な発生形
態に備えた防災対応検討ガイドライン」を
公表しました。このことにより，いわゆる
半割れ時等の対策を検討し，計画の見直し
が必要であることから特出しして記載しま
した。

修正対応有り 危機管理部

5
第１章　大切な命
と暮らしを守るま

ち　すずか
6，9

　今年は全国各地で大規模自然災害に見舞
われている。特に，台風19号など甚大な被
害をもたらしているものもありましたが，
あまり現状認識等に触れていないのはどう
でしょうか。

　また，このようなことを踏まえて，行政
はハザードマップをはじめ，積極的な市民
への情報提供の取組を行っていると思いま
すが，単位施策にその方向性がないのはな
ぜですか。

　災害に関する現状認識については，平時
より市民の皆様や市議会等から多くの御意
見をいただいています。
　また，国や県からの通知・通達や，被災
地域派遣職員等から，様々な情報を受け取
り，本市に応じた防災対策を推進している
ところでございます。
　単位施策（9ページ）には，主要な事業を
記載させていただいており，また「概要」
に記載してある地域防災計画は，本市の防
災に関する計画や取組を詳細に記載したも
のです。この計画につきましては毎年改訂
しております。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

危機管理部

6
第１章　大切な命
と暮らしを守るま

ち　すずか
8

　単位施策0212について，概要の部分で
「地域づくり協議会における地区別防災計
画の策定」を記述するべきではないか。
　指標について，その上で１４件ではなく
地域づくり協議会の数に合わせた「２８
件」にするべきと考える。

　概要欄には，地区防災計画や避難所運営
マニュアルの策定について，市が支援する
旨を記載してあります。この支援の対象
は，地域づくり協議会だけに限定するもの
ではございませんので，このような表記に
いたしました。
　また，成果指標につきましては，全地域
づくり協議会での地区別防災計画策定を最
終的な目標と想定していますが，作成プロ
セスの中で職員が関わって進めていく必要
があるため，担当職員数等も検討のうえ，
現実的に目標とすることができる数値とし
て「１４件」といたしました。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

危機管理部

7
第１章　大切な命
と暮らしを守るま

ち　すずか
8

　地区防災計画や避難所運営マニュアルが
作成された件数を目標にされています。
　１４件で市内全地区が網羅されているの
でしょうか。
　東南海地震が３０年以内に起こると言わ
れている現在，全地区に早期にあってしか
るべきと考えます。
　地域ごとの災害特性や，人口や年齢構成
などの諸条件の正しい情報を質・量とも保
有・管理しているのは行政が一番です。
　防災計画案や避難所運営マニュアル案を
未作成の全地区に行政から地域自治会へ提
供する件数とした方がよいと考えます。

　成果指標につきましては，全地域づくり
協議会での地区別防災計画策定を最終的な
目標と想定していますが，作成プロセスの
中で職員が関わって進めていく必要がある
ため，担当職員数等も検討のうえ，現実的
に目標とすることができる数値として「１
４件」といたしました。
　地区防災計画は，それぞれの地域特性に
沿った計画の策定と，いつ起こるかも知れ
ない自然災害に常に備えている必要があり
ますので，地域の方々が中心になって策定
いただくよう支援してまいります。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

危機管理部

8
第１章　大切な命
と暮らしを守るま

ち　すずか
8

　地域の防災力向上として，成果を地区防
災計画等の作成件数としていますが，今後
どのように進めていくのか。
　そのためには地域づくりの取組と一緒に
進めていく必要があると思いますが，その
関係性が概要に触れられていないのはなぜ
か。

　地区防災計画は，地域の方々が主体と
なって策定していくものとなります。
　市は，地域における災害リスク，被害想
定などの各種情報や防災についての基本的
な考え方などを説明し，地域の方々と協働
して防災対策を推進していきたいと考えて
います。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

危機管理部

9
第１章　大切な命
と暮らしを守るま

ち　すずか
9

　単位施策0213について，概要部分にお
いて「事前復興を念頭に置いた取組の推
進」を記述するべきと考える。

　事前復興計画については，以前より調
査・研究を行っておりますが，現時点で
は，事前復興計画に関する明確な位置付け
がございませんので，記載いたしておりま
せん。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

危機管理部

10
第１章　大切な命
と暮らしを守るま

ち　すずか
14

　単位施策0311について，高齢者の事故
の現状について人身事故件数が指標となっ
ているが，実際は運転時の事故も多く，そ
の数も反映した指標であるべきではない
か。

　指標名「高齢者の人身事故件数」には，
高齢者が運転時の人身事故も含まれていま
す。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

危機管理部

2



鈴鹿市総合計画２０２３後期基本計画（素案）に対する意見公募における意見・対応一覧表

類　　型 素案該当頁 内　　容
No.

意　　　見
後期基本計画（素案）への対応（案）

後期基本計画（素
案）への修正対応の

有無
担当部局

11
第１章　大切な命
と暮らしを守るま

ち　すずか
15

　単位施策0312について，成果指標につ
いて前期計画の交通事故総件数から事故死
者数に変更した理由は何なのか。

　成果指標を変更したのは，単位施策を推
進する個別計画「鈴鹿市交通安全計画」で
掲げる目標との整合を図ったものです。
　「鈴鹿市交通安全計画」では，計画期間
の目標として，「交通事故死者数を平成32
（2020）年度までに4人以下にする」と掲
げているため，2020年度以降も同水準を
維持することをめざして目標値を設定して
います。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

危機管理部

12
第１章　大切な命
と暮らしを守るま

ち　すずか
17

　単位施策0411について，成果指標につ
いて実質前期計画の時と変わっていないが
その点についての考え方はどうなっている
のか。

　犯罪のない安全で安心なまちを実現する
ため，地域に密着して活動する防犯ボラン
ティア団体の育成を図り，地域社会が一体
となった取組が重要であることから，防犯
団体結成数（累計）を指標とし，４年間で
新たに１０団体増やすことをめざして目標
値を設定しています。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

危機管理部

13

第２章　子どもの
未来を創り豊かな
文化を育むまち

すずか

21～26

　現状認識には多様な子育てニーズへの対
応，児童虐待，貧困家庭等への対応の３点
を挙げられていますが，課題・ミッショ
ン・単位施策のいずれを見ても，子どもの
貧困に対する考え方が示されていないのは
なぜでしょうか。
　最近，こどもの貧困対策の法律もできた
と思いますが，市が今後取り組んでいくこ
とはないのでしょうか。

　行政の使命（ミッション）において，5行
目に「すべての子どもが環境にとらわれ
ず」として，貧困等を含む子どもの育つ環
境を表していますが，「貧困」という言葉
を追記し，より分かりやすい表現に修正し
ます。

修正対応有り 子ども政策部

14

第２章　子どもの
未来を創り豊かな
文化を育むまち

すずか

23

　単位施策0511について，前期計画の時
点より目標値が大幅増となっている理由が
分かりにくいので記述するべき。
　地域づくり協議会の活動を進めているの
に概要の中で地域づくりが文字として入っ
ていないのはなぜか。

　目標値増の理由については，公表される
目標値設定シートに「考え方・根拠」を示
しています。
　「地域づくり」の文言については「家庭
や地域において」という文言に，地域づく
り協議会だけでなく，地域での他の活動を
含めた意味合いとしています。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

子ども政策部

15

第２章　子どもの
未来を創り豊かな
文化を育むまち

すずか

24

　単位施策0512について，概要部分に
「義務教育期間における学びの機会を増や
す」を追記してはどうか。
　成果指標について相談支援対応件数であ
るが，相談支援対応件数については不安解
消ということだけではなく相談件数が増え
ることそのもの自体にも増加理由があるた
めその点をどう整理しているのか。

　児童福祉法における児童は，０歳～１８
歳となっており，義務教育期間も含まれま
すが，教育委員会の取組が義務教育期間と
なっており，重複する部分が多いため，教
育委員会の取組に含めています。
　児童虐待を含め，事案が発生した後の対
応だけでなく，事案が発生しないように，
また，不安解消に向けた取組が重要である
と考えています。
　啓発情報の発信や研修の充実等をさらに
図っていき，気軽に相談に対応できる窓口
の周知と，職員スキルの向上を行っていき
ます。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

子ども政策部

16

第２章　子どもの
未来を創り豊かな
文化を育むまち

すずか

25

　単位施策0521について，成果指標につ
いて，幼児教育・保育の無償化があること
も踏まえると，この指標は適当でないので
はと考えられる。
　むしろ「第一希望の施設に入所できる割
合」で考えた方が良いのではないか。

　子ども・子育て支援新制度においては，
保育所等を利用するに当たり，市町村が利
用調整を行った上で，各施設に対して利用
の要請を行うこととされているため，いた
だいた意見の内容を指標にするのではな
く，就学前児童総数に対して，教育・保育
施設を希望し利用している割合を指標とし
て記載しています。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

子ども政策部

17

第２章　子どもの
未来を創り豊かな
文化を育むまち

すずか

26

　単位施策0522について，概要部分につ
いて，四つ目「他の既存施設を」という記
述があるが，この部分を「学校教室など他
の既存施設を」とするべきではないか。
　成果指標に関連して補足部分で鈴鹿市に
おける支援員の全集全数を記入してはどう
かと考える。

　学校施設以外との複合化についても，今
後，可能性があるため現状の記載としま
す。
　成果指標に関しては，２０１８年度の放
課後児童支援員の実数を現状値として記載
しています。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

子ども政策部

3
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類　　型 素案該当頁 内　　容
No.

意　　　見
後期基本計画（素案）への対応（案）

後期基本計画（素
案）への修正対応の

有無
担当部局

18

第２章　子どもの
未来を創り豊かな
文化を育むまち

すずか

27

　めざすべき都市の状態6について，現状認
識の部分5行目「子どもの学力体力や自己肯
定感の向上は依然として」という表現の部
分で社会性を抜いたのはどのような理由か
らなのか。

　学力・体力や自己肯定感については，
「全国学力・学習状況調査」や「全国体
力・運動能力，運動習慣等調査」を基にし
た現状での主要課題として取り上げまし
た。
　社会性については，これからの教育に求
められている主体的・対話的で，深い学び
を実践する中で培うとともに，「生きる
力」を育む教育を推進することで他人とと
もに協調し，他人を思いやる心などの豊か
な人間性を育んでまいりたいと考えていま
す。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

教育委員会事
務局

19

第２章　子どもの
未来を創り豊かな
文化を育むまち

すずか

28
　単位施策0611について，前期基本計画
では概要の四つ目に「主権者の部分」が
あったがそれを外したのはなぜか。

　主権者として求められる能力や態度の育
成は，様々な取組を通じて包括的に行う必
要があると考えており，単位施策0611の
みで限定して捉えないようにしたことから
です。
　社会参画意識や公共の精神など主権者と
して求められる能力や態度の育成は，引き
続き，取り組んでまいります。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

教育委員会事
務局

20

第２章　子どもの
未来を創り豊かな
文化を育むまち

すずか

30
　単位施策0612について，前期基本計画
にキャリア教育があったがそれを外した理
由は何なのか。

　社会的・職業的自立に向けて必要な基盤
となる資質・能力の育成の記述が，キャリ
ア教育を進めていくことを示しています。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

教育委員会事
務局

21

第２章　子どもの
未来を創り豊かな
文化を育むまち

すずか

31
　単位施策0613について，成果指標を変
更した根拠が分からない。

　豊かな感性を持ち，自立した子どもの育
成とする単位施策の見出しや自己肯定感の
向上を目指すために，より適切な指標と捉
え設定しました。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

教育委員会事
務局

22

第２章　子どもの
未来を創り豊かな
文化を育むまち

すずか

33
　単位施策0615について，概要の六つ目
については0622の内容ではないのか

　施策061では，社会を生き抜く子どもの
育成を掲げております。
　そこで，単位施策0615での概要の６つ
目に，不登校傾向を示す児童生徒の社会的
自立に向けた支援を位置づけております。
　施策062は，主に教育の充実を図るため
の環境整備を位置づけています。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

教育委員会事
務局

23

第２章　子どもの
未来を創り豊かな
文化を育むまち

すずか

33

　概要で，いじめや暴力を許さない子ども
たちの育成，不登校児童生徒の学校生活へ
の復帰支援を述べている。
　交通安全活動支援では，高齢者の事故件
数とか交通事故死亡数を指標にしているよ
うに，支援の結果が反映される指標，例え
ば，不登校児童数や，いじめをみかけたこ
とがある件数といったものがあっても良い
と考えます。
　
　学校が楽しいと感じる生徒数が年度ごと
に減少しているのが気がかりです。

　不登校児童数や，いじめをみかけたこと
がある件数については，「０」にすること
が最大の目標と考えています。
　その目標を実現するためには，子どもた
ちの自己肯定感を高めていくことが大切と
考えており，取組によって子どもたちの変
容を捉えることとしました。
　自己肯定感の向上は，学校が楽しいと感
じる子どもの割合を増加させていくことに
もつながると考えています

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

教育委員会事
務局

24

第２章　子どもの
未来を創り豊かな
文化を育むまち

すずか

34

　単位施策062について，施策の概要の部
分で2行目から3行の3行目の部分で地域づ
くり協議会を記述すべきではないのか。
　3行目「子どもの教育に責任と役割を果た
す教育」について意味が分かりにくい。言
葉を整理すべき。

　施策の概要では，学校運営の中核となる
コミュニティ・スクール（学校運営協議
会）の仕組みを明記しています。
　「地域」とは，地域づくり協議会をはじ
めとする地域の関係団体を含めて表してい
ます。
　３行目については，「それぞれが子ども
の教育に責任と役割を果たす教育環境づく
りを推進します。」に変更します。

修正対応有り
教育委員会事

務局

4



鈴鹿市総合計画２０２３後期基本計画（素案）に対する意見公募における意見・対応一覧表

類　　型 素案該当頁 内　　容
No.

意　　　見
後期基本計画（素案）への対応（案）

後期基本計画（素
案）への修正対応の

有無
担当部局

25

第２章　子どもの
未来を創り豊かな
文化を育むまち

すずか

34

　単位施策0621について，目的と概要の
部分で「地域」とだけ表記されているが地
域づくり協議会ではないのか。
　概要の部分の二つ目と三つ目について，
「学校をプラットフォームとする」とする
考え方を入れた方がいいのではないか。

　「地域」とは，地域づくり協議会をはじ
めとする地域の関係団体を含めて「地域」
と表しています。
　学校では，各地域の実態に応じながら，
家庭・地域・学校・関係機関などの多様な
団体が子どもの教育に携わっていただいて
います。
　それぞれが相互に連携し，当事者となり
社会総がかりで子どもの教育に取り組む教
育環境づくりの推進は，「学校をプラット
フォームとする」考え方も含んで捉えてい
ます。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

教育委員会事
務局

26

第２章　子どもの
未来を創り豊かな
文化を育むまち

すずか

34

　公民館でのサークル数の上昇など，生涯
学習活動を多く利用する人が増える中，学
校の空いている教室（少子化のためクラス
数減少あり）を利用していけば，地域づく
りにつながる。
　また，顔見知りになることでの利点も生
まれる。

　御意見として承ります。
　今後の参考とさせていただきます。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

教育委員会事
務局

27

第２章　子どもの
未来を創り豊かな
文化を育むまち

すずか

35

　単位施策0622について，概要の部分の
ふたつ目に「予防保全」を追記するべきで
はないか。
　成果指標について「施設に満足している
保護者・地域住民の割合」を成果指標にし
ているが，これは施設への投資を増やすと
いう考えに読み取れる。
　公共施設等総合管理計画や学校規模適正
化事業なども含めた計画などとの整合性は
どうするのか。
　そもそも施設の更新が進めば上がらなけ
ればおかしい指標ではないか。その点につ
いての考えはどのようなものか。

　長寿命化に向けては，計画的な維持管
理・更新を行い，老朽化対策における予防
保全を図って参ります。
　学校施設の整備に向けては，毎年度予算
の適切な有効活用を図るとともに，公共施
設等総合管理計画や学校規模適正化事業な
ども含めた計画などとの整合性を図りなが
ら進めてまいります。
　成果指標については，限られた財源の中
でも快適な学校生活を過ごすための施設整
備を着実に進めていく考えを示していま
す。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

教育委員会事
務局

28

第２章　子どもの
未来を創り豊かな
文化を育むまち

すずか

36

単位施策0623について，概要の部分で
「様々な主体の協力による探求型地域課題
解決型学習の推進」を入れるべきと考え
る。

成果指標について放課後子ども教室の実
施を成果指標にするのではなく探究型地域
課題解決型学習の実施を成果指標にしては
どうかと考える。

　放課後子ども教室も，社会教育における
広義の「地域課題解決型学習」と考えられ
ますので，現行どおりの表記といたしま
す。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

文化スポーツ
部

29

第２章　子どもの
未来を創り豊かな
文化を育むまち

すずか

37

　めざすべき都市の状態０７について，現
状認識について8行目から９行目にかけて，
施設面の考えの中に公民館が入っていない
がどうなのか，その考えは。

　将来展望を踏まえた課題について，5行目
から6行目にかけて，「情報発信と図書館資
料においては」の部分があるが，情報蓄積
の考えは入っているのかどうか。

　公民館施設については，単位施策2422
に施設面の考えが記述されています。
　ここでの情報発信とは，図書館の利用促
進につながる事業等を広く広報するために
ツイッターなどのソーシャルメディアを活
用し効率的に発信することを意味していま
す。
　また，図書館サービスを行っていく上で
情報蓄積は必要不可欠であると考えており
ます。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

文化スポーツ
部

30

第２章　子どもの
未来を創り豊かな
文化を育むまち

すずか

39～40

　上記と同様に，文化に子どもたちもふれ
ることが出来る。
　また，会館にマネジメントや企画する人
を置き，平日の有効利用を図るなど，市民
がより芸術文化にふれやすい場所づくりを
してほしい。
　市民会館や文化会館など無料イベントを
市が主体となり開催してほしい。
　会館の利用料が高すぎて，市民が利用し
にくい。

　御意見として承ります。
　より多くの方が文化に触れられるような
文化事業及び文化施設のマネジメントを
行ってまいります。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

文化スポーツ
部

31

第２章　子どもの
未来を創り豊かな
文化を育むまち

すずか

40
　単位施策0712について，成果指標につ
いて延べ人数での目標値になっているが，
受講者の実数で考えるべきではないのか。

　市民の主体的な学習活動には，広がりと
深まりの2方向があります。同じ人が２講座
受講した場合，その方の学習が深まること
になりますので，６講座の延べ受講者数と
いたします。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

文化スポーツ
部

5



鈴鹿市総合計画２０２３後期基本計画（素案）に対する意見公募における意見・対応一覧表

類　　型 素案該当頁 内　　容
No.

意　　　見
後期基本計画（素案）への対応（案）

後期基本計画（素
案）への修正対応の

有無
担当部局

32

第２章　子どもの
未来を創り豊かな
文化を育むまち

すずか

41

　単位施策0713について，ひとつめ「学
校・家庭・地域」とあるがここで表す「地
域」とは何なのか。明らかにしておくべき
ではないか。

　単位施策0713では，「地域」を0歳～
18歳までの子どもたちが関わる地域全体と
認識しています。
　特定の人々や団体，場所等を指すもので
はないことから，定義を設けなくても施策
の理解に影響はないと考えますので，原案
のとおりといたします。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

文化スポーツ
部

33

第２章　子どもの
未来を創り豊かな
文化を育むまち

すずか

42

　単位施策072について，施策の概要の中
3行目「市民文化の向上発展」とあるが，何
を指しているのか，どのような内容なの
か，具体的な記述をすべき。

　施策の概要の中に人材育成の観点が見え
ないがいいのか。

　「市民文化の向上発展」とは，文化財保
護法第1条や鈴鹿市文化財保護条例第1条を
踏まえたもので，文化財の保護全般を通し
て培われる文化的向上を想定しておりま
す。
　具体的な内容については，単位施策
0721の概要に記載しております。
　人材育成は，平成30年の改正文化財保護
法においても重視された観点であり，改正
同法で導入された社会状況の変化に応じた
取組に含めて考えております。
　具体的には，文化財の活用を中心とした
単位施策07２２における概要の中で担い手
の育成を記載しております。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

文化スポーツ
部

34

第２章　子どもの
未来を創り豊かな
文化を育むまち

すずか

42

文化財保護の推進
・佐佐木信綱記念館及び登録有形文化財の
３施設について
①特別展，企画展等の開催数が少ない
②活用の仕方，方法の見直し（有料化等）
③自然災害（台風等）に対する保護対策の
徹底
④指定管理者，学芸員等の質的充実
等の施策を再度見直しを行い，来館者数の
増加とサービスの質的充実をされたい。

　①特別展等については，常設展示室の展
示替えにより対応しているところです。特
別展は年1回，その他の展示替えやスポット
展示については，必要に応じて実施してい
ます。今後も，可能な限り，収蔵資料の活
用と公開に取り組みます。
　②各施設のスペースに限りがあるため，
その活用には限界がありますが，市内及び
県内外からの来館者が利用しやすく，リ
ピーターも増えるように，登録有形文化財
の適切な公開と活用に努めます。
　③指定管理者において消防訓練を実施す
るなど，災害の発生に備えた対応能力の強
化に取り組んでいます。また，施設点検も
定期的に行い，自然災害による物的被害を
防ぐよう，指定管理者とも情報共有をしな
がら施設の適切な日常管理を図ります。
　④指定管理者による施設管理及び展示案
内が，今後も円滑に行えるよう，質的充実
を図ります。また，担当学芸員の確保を継
続し，資料の適切な保存と活用を図りま
す。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

文化スポーツ
部

35

第２章　子どもの
未来を創り豊かな
文化を育むまち

すずか

42
　単位施策0721について，伊勢型紙の小
本に対する考えはどうなっているのか。

　小本は，伊勢型紙技術を支えてきた道具
の一つであり，伊勢型紙の意匠の元となる
ものです。
　小本をはじめとする生産・生業に関わる
資料については，それらの重要性に応じ
て，有形民俗文化財として保護措置が講じ
られる可能性がありますので，引き続き資
料の調査及び保存・活用に努めていきたい
と考えています。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

文化スポーツ
部

36

第２章　子どもの
未来を創り豊かな
文化を育むまち

すずか

44

　めざすべき都市の状態08について，現状
認識について最終行の部分で，「競技の多
様化で施設利用人数が増大している」とい
う視点が必要ではないか。

　直近５か年の傾向として，施設の利用人
数については，鈴鹿川河川緑地の運動施設
を除くと，僅かに減少していますことか
ら，その原因の一つとして考えられる老朽
化を記述しています。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

文化スポーツ
部

37

第２章　子どもの
未来を創り豊かな
文化を育むまち

すずか

45
　単位施策0811について，補足で，対象
となる大会を，下に参考ですべて表記すべ
きと考える。

　対象としています「市主催などの各種ス
ポーツ行事」は，市主催のスポーツ行事や
大会から学校，地域の行事や大会まで，相
当数を対象としておりますことから，現行
どおりの表記といたします。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

文化スポーツ
部

6
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類　　型 素案該当頁 内　　容
No.

意　　　見
後期基本計画（素案）への対応（案）

後期基本計画（素
案）への修正対応の

有無
担当部局

38

第２章　子どもの
未来を創り豊かな
文化を育むまち

すずか

45，46
　市のスポーツ施設の維持管理については
触れられていませんが，どの単位施策に該
当するのでしょうか。

　スポーツ施設の維持管理については，単
位施策０８１２に該当します。この単位施
策において，施設の維持管理を含む管理運
営や施設整備などの取組を進めていきま
す。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

文化スポーツ
部

39

第２章　子どもの
未来を創り豊かな
文化を育むまち

すずか

45，46

　少し前にスポーツの推進計画を見まし
た。
　推進施策として８つの取組の方針が示さ
れていましたが，後期基本計画には位置づ
けがされているのでしょうか。
　大部分は何となく分かる気がしますが，
「スポーツを通した市民の健康づくり」や
「子どもの体力・運動能力の向上」に関す
る方向性があまり示されていないような気
がします。
　大切な取組だと思いますので，できれば
分かりやすく記載してほしいです。

　単位施策０８１１では，市民がスポーツ
への関心を高め，スポーツ活動に親しみな
がら，健康的な生活を送る環境を整備する
ことを目的とし，全ての市民が年齢，技
術，目的などに応じて，スポーツに親し
み，楽しめる機会を提供することを取組の
一つとして挙げています。
　「スポーツを通した市民の健康づくり」
については，この取組を具現化するため，
個別計画「スポーツ推進計画」をもとに計
画的に取り組んでいきます。
　「子どもの体力・運動能力の向上」につ
いても単位施策０８１１の中で取り組んで
いくとともに，教育委員会事務局と連携を
図り，単位施策０６１４「健康への意識を
高め，健やかな体を持つ子どもの育成」に
おいて運動の日常化などの取組を進めてい
きます。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

文化スポーツ
部

40

第２章　子どもの
未来を創り豊かな
文化を育むまち

すずか

46

　単位施策0812について，概要部分で西
部地域のスポーツエリアについてスポーツ
推進計画と同様の内容を記述しておくべ
き。
　スポーツ施設などとなっているが，前期
計画に対して，学校体育施設を消している
のはなぜなのか。

　後期基本計画の取組概要「地域の活性化
に寄与するスポーツ場を提供します。」
は，西部地域のスポーツ・レクリエーショ
ンエリアの活性化を始めとする本市全域に
ついて，また，各地域の学校体育施設開放
事業を包括的に含む取組としております。
　一方，「鈴鹿市スポーツ推進計画」は，
後期基本計画の単位施策を具現化するため
の個別計画であり，後期基本計画におい
て，期間内に推進を図る取組を挙げている
ため，西部地域のスポーツ・レクリエー
ションエリアの活性化や学校体育施設の利
用促進を記述しています。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

文化スポーツ
部

41

第３章　みんなが
輝き健康で笑顔が
あふれるまち　す

ずか

49

　めざすべき都市の状態09について，将来
展望を踏まえた課題について，最終行の部
分でなぜ前期計画に記述されている「さら
に介護保険制度～必要があります」を削除
したのか。

　行政の使命について，地域共生社会の実
現を見据えた取組を推進しますとあるが，
行政の使命の中に，地域づくり協議会に関
係する記述が見当たらないがそれで良いの
か。記述しておくべき。

　介護保険は，取組みの主体が鈴鹿亀山地
区広域連合であり，介護保険事業計画に基
づいて運営されていることから削除しまし
たが，鈴鹿市の高齢者施策にとっても重要
な位置付けにあるため，記載し直します。
　地域づくり協議会に関係する記述につい
ては，地域包括ケアシステムを強化してい
く中で，今後，地域づくり協議会が担う役
割は大変大きなものであると認識しており
ますので，「地域づくり協議会と連携し」
という一文を追加いたします。

修正対応有り 健康福祉部

42

第３章　みんなが
輝き健康で笑顔が
あふれるまち　す

ずか

50

　単位施策0911について，概要の中で介
護保険が触れられていないが，広域連合の
ことと削除しているのか，その意図は。
　
　成果指標について，高齢者の在宅生活を
支えるための事業利用者数が挙げられてい
るが，そもそも高齢者の母数が増えるで，
この指標を妥当と考えた根拠は何なのか。

　介護保険は，取組の主体が鈴鹿亀山地区
広域連合であり，介護保険事業計画に基づ
いて運営されていますが，鈴鹿市の高齢者
施策にとっても重要な位置付けにあるた
め，記載します。
　成果指標については，御指摘のとおり高
齢者の母数が増加することにより一定の伸
びは想定されますが，それを確実に制度と
して結びつけることが大事であり，それに
は市民への周知に加え，ケアマネージャー
や地域づくり協議会等の地域の関係者，地
域包括支援センター等様々に関連する者の
連携が欠かせないものとなっております。
　その取組が地域包括ケアシステムの強化
につながるものと考え設定しているもので
す。

修正対応有り 健康福祉部

7



鈴鹿市総合計画２０２３後期基本計画（素案）に対する意見公募における意見・対応一覧表

類　　型 素案該当頁 内　　容
No.

意　　　見
後期基本計画（素案）への対応（案）

後期基本計画（素
案）への修正対応の

有無
担当部局

43

第３章　みんなが
輝き健康で笑顔が
あふれるまち　す

ずか

50

　超高齢化社会がますます進展する中で，
高齢者福祉の取組の重要性は更に増してい
くと思いますが，単位施策の目的や概要か
らは，取り組まれる内容が良く分かりませ
ん。
　これから何を，どのように取り組まれる
のかもう少し分かるように表現してほしい
です。

　具体的な高齢者福祉の取組につきまして
は，個別計画である「鈴鹿市高齢者福祉計
画」に詳細に記載しています。
　なお，「鈴鹿市高齢者福祉計画」の次期
計画は2021年3月に策定の予定です。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

健康福祉部

44

第３章　みんなが
輝き健康で笑顔が
あふれるまち　す

ずか

50，51

　予防も含めて介護保険事業をこれからど
うやって維持していくのか市民にとっては
とても重要な関心事です。
　介護予防事業は少し触れられています
が，この他に市が取り組んでいることはな
いのでしょうか。

介護保険事業は，運営主体が鈴鹿亀山地区
広域連合であり，市として他に取り組んで
いる事業は，事業所やNPOに委託した介護
予防教室や，リハビリ専門職等の講師が，
サロン等で介護予防に関する出前講座を行
うといったことがあります。
　市が行う事業の主なものは，単位施策
0911及び0912の概要部分で述べてお
り，「鈴鹿市高齢者福祉計画」においても
詳細に記載しております。
　介護保険事業の維持につきましては，目
指すべき都市の状態09の「将来展望を踏ま
えた課題」の中で述べるよう修正します。

修正対応有り 健康福祉部

45

第３章　みんなが
輝き健康で笑顔が
あふれるまち　す

ずか

51

　取組は「地域包括ケアシステムの推進」
ですが，成果指標はなぜ「ふれあいいきい
きサロン」の数なのでしょうか。
　確かに，住民が交流する場ではあると思
いますが，目的に書いてある「地域住民が
支え合う仕組み」がサロンなのでしょう
か。

　49ページにある「成果指標1」-「65歳
以上の高齢者のうち，地域の活動に参加し
ている市民の割合」を目標値に近づけるた
めには，高齢者の身近な地域に，気軽に集
える場があることが大切です。
　「ふれあいいきいきサロン」を増やして
いくことで，高齢者の閉じこもりを防ぎ，
健康・いきがいづくりにもつながります。
　また，サロンのリーダーは地域の担い手
であることから，目的に記載した「地域住
民主体の支え合う仕組みの構築」に，つな
がるものと考えます。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

健康福祉部

46

第３章　みんなが
輝き健康で笑顔が
あふれるまち　す

ずか

53
　単位施策1011について，成果指標の変
更は目的達成ということなのか 。

　前期の成果指標は，指定特定相談支援事
業所数としていましたが，国の方針による
指定特定相談支援事業所の規模拡大等に
よって，相談支援体制の強化を図る方向に
変更され，事業所数では相談支援体制の充
実度が測れなくなったため，成果指標の変
更を行いました。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

健康福祉部

47

第３章　みんなが
輝き健康で笑顔が
あふれるまち　す

ずか

53

　鈴鹿市は障がい者を支援するための取組
を多く行っていると思います。
　ただし，単位施策の概要からはあまり中
身が伝わってこない気がします。
　放課後デイサービスや療育センターなど
の取組はどこに位置付けてあるのでしょう
か。

　「放課後等デーサービス」や「療育セン
ター」は，障がい福祉サービスの１種類で
あり，「単位施策１０１１：障がい者福祉
の推進」に位置付けられています。
　基本計画では，個々の福祉サービスを
「障がい福祉サービス」と大きくまとめて
いるため，具体的なサービス内容について
は触れていません。
　個々の福祉サービスの提供状況について
は，単位施策を推進する個別計画のすずか
ハートフルプランに定めております。
　また，子育て支援分野として，「単位施
策０５１２：ライフステージに応じた適切
な支援の実施」で，子どもと子育て世代の
ライフステージに応じた支援を行うことも
掲げております。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

健康福祉部

8



鈴鹿市総合計画２０２３後期基本計画（素案）に対する意見公募における意見・対応一覧表

類　　型 素案該当頁 内　　容
No.

意　　　見
後期基本計画（素案）への対応（案）

後期基本計画（素
案）への修正対応の

有無
担当部局

48

第３章　みんなが
輝き健康で笑顔が
あふれるまち　す

ずか

54

　単位施策1012について，成果指標につ
いて KPI の②，「ハローワーク鈴鹿管内の
障害者雇用率」の方が，成果指標としてふ
さわしいと考える。

　前期の成果指標は，グループホームなど
において，地域で暮らす障がい者数（累
計）としていましたが，単位施策の目的で
ある，障がい者が地域社会に参加しやすい
状況や，生きがいを持って暮らす社会状況
を整備することを達成するためには，さら
に障がい者の多様な就労先を確保し，障が
い者の適正に応じた就労を促進する必要が
あります。
　そのため，「就労マルシェでの就職面接
会においての内定者数（累計）」を後期の
成果指標とすることで，めざすべき都市の
状態１０の成果指標２「障害者雇用率制度
対象事業主のうち，障がい者を１人以上雇
用している企業の割合」につながると考え
ます。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

健康福祉部

49

第３章　みんなが
輝き健康で笑顔が
あふれるまち　す

ずか

57

　単位施策1111について，前期計画にお
ける成果指標では目標値と現状値について
の差が誤差範囲と考えるが，今回の成果指
標で，800人増やした理由は何なのか。

　成果指標の「一次・二次救急医療機関の
受入れ患者数」につきまして，前期計画の
成果指標の現状値では２２，３３３人，目
標値では２２，４００人としておりまし
た。
　具体的な計算方法といたしましては，過
去6年度（2013～2018年度）の一次・二
次救急医療機関の各年の救急受入れ患者数
総数及び応急診療所の患者総数の変化か
ら，各年度間の各々の増減変化率を求め，
それらの平均値を各々の医療機関の2018
年度数値に掛けることによって今後5年度の
予測値を計算し，2023年度の目標値を
23,000人と設定しました。
　増加要因としては受入れ数の大きい二次
救急（中央病院，回生病院）において，受
入れ患者数が増加傾向にあることから，総
数においても増加するものと想定されま
す。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

健康福祉部

50

第３章　みんなが
輝き健康で笑顔が
あふれるまち　す

ずか

57，61，62

　これから高齢者が増えていくと，医療費
などが増える一方になるため，医療費の伸
びを抑える取組が本当に重要になると思い
ます。
　市民が積極的に健康づくりを心掛けるた
めに，これからどのように取組を進めてい
くのでしょうか。

　市民の自主的かつ積極的な健康づくりへ
の取組の強化を図るため，健康マイレージ
事業を実施します。
　また，市民が健康への関心を高められる
よう，健康教室，相談，指導事業の充実を
図ります。
　さらに，健康診査や検診の受診率向上に
取り組み，疾病の早期発見や早期治療につ
なげることで，医療費の増加抑制を図りま
す。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

健康福祉部

51

第３章　みんなが
輝き健康で笑顔が
あふれるまち　す

ずか

59
　単位施策1113について，概要の部分に
「レセプトデータの活用に取り組む」を追
記した方が良い

一つ目の中点を「・医療費の増加抑制を図
るため，特定健康診査・特定保健指導，人
間（脳）ドック，ジェネリック医薬品の利
用勧奨，レセプトデータを活用した生活習
慣病予防の取組などを実施します。」に修
正します。

修正対応有り 健康福祉部

52

第３章　みんなが
輝き健康で笑顔が
あふれるまち　す

ずか

59
　国民健康保険と後期高齢者医療について
書かれていますが，国民年金がないのはな
ぜでしょうか。

　単位施策1113は，国民健康保険などの
医療制度の運営についてであり，国民年金
については，「単位施策1222：生活保障
の確保」の生活支援事業に含まれます。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

健康福祉部

53

第３章　みんなが
輝き健康で笑顔が
あふれるまち　す

ずか

60

　現状認識やミッションに，「8050問
題」や「地域共生社会の実現」などの重要
なキーワードが書かれています。
　しかし，その後の単位施策には，これら
に対する取組を進めていくことが書かれて
いないような気がしますが，市が取り組む
こととしては具体的にないのでしょうか。

　施策122にある単位施策1221の概要
で，多様化する福祉ニーズに対応できるよ
うに，必要なネットワークづくりなど支援
体制の整備を推進することを明記させてい
ただいており，地域福祉計画等，関係する
個別計画と連動して具体的な取組を進めて
まいります。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

健康福祉部

9



鈴鹿市総合計画２０２３後期基本計画（素案）に対する意見公募における意見・対応一覧表

類　　型 素案該当頁 内　　容
No.

意　　　見
後期基本計画（素案）への対応（案）

後期基本計画（素
案）への修正対応の

有無
担当部局

54

第３章　みんなが
輝き健康で笑顔が
あふれるまち　す

ずか

62

　単位施策1212について，成果指標に関
係して，前期計画に対して指標名の変更が
あったからか，現状値も目標値についても
かなり少なくなっているが，この考えはな
ぜなのかその部分が分かるようにするべ
き。

　前期の成果指標の「健康診査・検診・予
防接種の受診者数」から，後期の成果指標
につきましては，「各種がん検診，結核検
診，妊婦乳幼児健康診査，特定健康診査の
受診者数」として，健康寿命の延伸につな
がる様々な取組の中で，その効果が高いと
思われる検診と子育て支援に関する健診に
変更しました。
　このことから，個別指標設定の理由の欄
における「健康診査などの受診者数が増加
することにより，疾病の早期発見・予防効
果が高まり，健康寿命の延伸につながるた
め。」を「各種がん検診，結核検診，特定
健康診査の受診者数が増加することによ
り，疾病の早期発見・予防効果が高まり，
健康寿命の延伸につながるため。また，子
育て支援のための妊婦乳幼児健診の受診者
数が増加することにより，妊婦及び乳幼児
の疾病の早期発見につながるため。」と修
正いたします。

修正対応有り 健康福祉部

55

第３章　みんなが
輝き健康で笑顔が
あふれるまち　す

ずか

63

　単位施策1221について，概要部分にお
いて「地域を構成する市民，団体，事業
者，関係機関などが」という表記がある
が，地域づくり協議会が入っていないのは
なぜか。
　成果指標について「地域づくり協議会に
おける支え合いの仕組みの設立数」を当て
てはどうか。

　単位施策1221の概要について「地域づ
くり協議会を中心として，市民，団体，事
業者，市・関係機関などが」に修正しま
す。
　成果指標は，目標設定シートに記載のと
おり地域福祉の推進をその趣旨から単一の
数値指標で成果測定することが困難なため
代替指標を設定しています。

修正対応有り 健康福祉部

56

第３章　みんなが
輝き健康で笑顔が
あふれるまち　す

ずか

63

　地域福祉の推進はとても大切なことだと
思いますが，高齢者福祉同様，これから取
り組まれる内容が良く分かりません。
　特に，単位施策の目的，概要のいずれを
見ても同じように「地域福祉を推進しま
す」となっており，何をめざして，どうい
うことに取り組まれるのかが分かるように
記載してほしいです。

　施策・単位施策の概要で，多様化する福
祉ニーズに対応できるように，必要なネッ
トワークづくりなど支援体制の整備を推進
することを明記させていただいており，地
域福祉計画等，関係する個別計画と連動し
て具体的な取組を進めてまいります。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

健康福祉部

57

第４章　自然と共
生し快適な生活環
境をつくるまち

すずか

67

　めざすべき都市の状態１３について，行
政の使命の中，家庭系ごみの食品ロス削減
の記述があるが，「学校給食における食品
ロス削減」も記述すべきではないか。

　御意見をいただきました「学校給食にお
ける食品ロス削減」につきましても推進す
べき事項と認識しています。
　食品ロスの削減に関しては多様な主体の
様々な取組が必要となることから，家庭系
ごみに限定しない記述に修正します。
（「家庭系ごみの」を削除する。）

修正対応有り 環境部

58

第４章　自然と共
生し快適な生活環
境をつくるまち

すずか

69

　単位施策１３１２の再生エネルギーにつ
いて，太陽光発電についてを指標にしてい
るが，風力発電，小水力発電などのような
再生エネルギーのあり方も想定されるの
で，それらを含めた考えにするべきではな
いか。

　再生可能エネルギーの普及促進には，風
力発電や小水力発電なども含めて取り組ん
でいるところですが，成果指標としまして
は，個人でも導入が容易で認知度も高い太
陽光発電設備の導入件数といたしました。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

環境部

59

第４章　自然と共
生し快適な生活環
境をつくるまち

すずか

74

　めざすべき都市の状態１６について，将
来展望を踏まえた課題と行政の使命につい
て，それぞれ徒歩での移動という観点も加
えておくべきではないか。
　将来展望であれば，身近な地域で徒歩で
十分に暮らせるという観点も必要と考える
し，行政の使命では，「徒歩で暮らす都市
の整備」という観点も必要と考えるため。

　めざすべき都市の状態１６の将来展望を
踏まえた課題と行政の使命の中で記載のあ
る「移動しやすい空間」や「移動空間」の
中には，「徒歩での移動」の観点も含まれ
ています。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

土木部

10



鈴鹿市総合計画２０２３後期基本計画（素案）に対する意見公募における意見・対応一覧表

類　　型 素案該当頁 内　　容
No.

意　　　見
後期基本計画（素案）への対応（案）

後期基本計画（素
案）への修正対応の

有無
担当部局

60

第４章　自然と共
生し快適な生活環
境をつくるまち

すずか

76～80

　高齢化と共に若者の視力低下（パソコン
やゲーム等）に伴い，道路案内がハッキリ
したのでないと判断しずらくなってしま
う。
　道路の白線や右折車線，標識等（例：２
３Ｒからサーキット道路を通りイオンモー
ルまで行く時，どの車線を走ったら良いの
か分からず渋滞になっている）しっかり運
転車や歩行者に解かるようハッキリとした
道路標示をしてほしい。事故の少ないまち
にしてほしい。

　市道の外側線・センターライン（白破
線）及び交差点クロスマーク等の設置，運
用に関しては，鈴鹿市の所管となります。
　市道の延長が約1,800km以上あり，限ら
れた予算の中で様々な交通安全対策を行っ
ており，当該箇所を含め，年次的に事業を
推進してまいります。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

危機管理部

61

第４章　自然と共
生し快適な生活環
境をつくるまち

すずか

80

　単位施策１６２３について，成果指標に
ついてコミュニティバスの年間利用者数が
設定されているが，コミュニティバスの利
用者数ではなく，将来的な観点から考えれ
ば，住民が主体となった地域の足，公共交
通を設立するという考え方もあるのではな
いか。
　そちらの方を推進していく方が，将来的
な課題から考えて妥当な指標となるのと考
える。

　本市の公共交通政策において，交通事業
者と協力して，既存の公共交通機関の維
持・見直しを行い，市民の移動手段を確保
していくことを最も重要と認識していま
す。
　よって，本市が事業主体となって運行す
るコミュニティバスの利用者数の増加は，
市民の利便性向上につながることから，成
果指標として適当であると考えます。
　しかしながら，地域主体型の交通は，公
共交通の補助的な役割を担い，今後益々重
要になってくる交通手段の一つであります
ことから，市民意識の醸成を図りながら，
進めていきたいと考えています。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

都市整備部

62

第４章　自然と共
生し快適な生活環
境をつくるまち

すずか

81

目指すべき都市の状態17について，現状認
識の中，「市街地の空洞化」とあるが国土
交通省においてもスポンジ化という表現が
あるため，「市街地の空洞化とスポンジ
化」と併記した方が良いと考える。

　「都市において空き地・空き家が時間
的・位置的にランダムに発生する現象」を
意味する「都市のスポンジ化」という表現
は，近年，国土交通省において使用されて
いますが，用語の浸透にもう少し時間を要
すると考え，「市街地の空洞化」という表
現に止めていました。
　しかし，「市街地の空洞化」も包含し，
現状をより的確に示す「都市のスポンジ
化」という表現に変更いたします。

修正対応有り 都市整備部

63

第４章　自然と共
生し快適な生活環
境をつくるまち

すずか

82

　稲生新川拡幅工事は，Ｐ８２に入ってい
るとの返事（１１／８夜）でしたが，詳細
が読み取れません。できれば現地にて説明
会を，定期（３～４年？）に開催して頂け
ればと思います。そうでないと，普段から
の相互コミュニケーションを行わないと理
解（Ｐ８２計画）できません。

　文中にある（Ｐ８２）総合雨水対策基本
計画や，重点地区Ａ，Ｂ・・将来見通し，
費用対効果等を皆んな（市民＋行政）で
（協働７条），互いの立場の違いを認め合
う（まちづくりの視点４条４）ことを実践
を通じて確認できればと考えます。

※当然，多様な住民の反応（声）があろう
かと思いますが，複数の選択肢をこれから
はあり得ると見ています。～まちづくり，
地域づくりの視点から～

　準用河川稲生新川につきましては，河川
の流下能力を向上させ，浸水被害を軽減す
る為，河川改修事業を進めています。
　しかしながら，事業期間が長期に亘るこ
とから，関係地域の方々には，大変長くお
待ちいただいている状況です。
　御意見を頂きました説明会につきまして
は，事業に直接関係される方々との調整が
整い次第，定期的にまちづくり協議会及び
自治会等への説明会を実施して，地域と行
政の情報共有を図りながら事業を進めたい
と考えています。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

土木部

64

第４章　自然と共
生し快適な生活環
境をつくるまち

すずか

86
　単位施策1715について，前期の達成度
と合わせて目標値の妥当性をもっと分かり
やすくした方が良いのではないか。

　前期の成果指標である「老朽管更新率」
は，３０年以上経過の全管路が対象であっ
て，２０１８年度末の目標値である４６％
に対して，実績値は４２.４%です。
　２０１８年度に策定した「鈴鹿市上下水
道事業経営戦略」では，南海トラフ地震等
の大規模地震発生に備えるため，投資目標
の１つとして「基幹管路の耐震化率」を採
用しています。
　同戦略に基づき施設の耐震化を着実に進
めることが重要であり，事業優先をより考
慮して，前期の指標「老朽管更新率」か
ら，後期の指標は「基幹管路の耐震化率」
に変更しました。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

上下水道局

11



鈴鹿市総合計画２０２３後期基本計画（素案）に対する意見公募における意見・対応一覧表

類　　型 素案該当頁 内　　容
No.

意　　　見
後期基本計画（素案）への対応（案）

後期基本計画（素
案）への修正対応の

有無
担当部局

65

第５章　活力ある
産業が育ちにぎわ
いと交流が生まれ
るまち　すずか

92

　めざすべき都市の状態１８の，将来展望
を踏まえた課題について，第四次産業革命
といわれる動きについての記述がないが，
その点の考え方はどうなっているのか。
　ものづくりの産業の中では大きな動きで
あるので，記述すべきと考える。また地域
内での創業・起業を増やす観点もあるので
はないか。

　第四次産業革命は，ものづくり産業だけ
ではなく，全産業にとって大きな動きであ
るという認識です。
　その社会変動のなかで，どのように企業
誘致等を進め，多様な産業構造の構築や，
産業集積を図るかが課題だと考えていま
す。
　創業・起業に向けた支援については，単
位施策２０１１「商業者の経営健全化促
進」の中で取り組んでいきます。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

産業振興部

66

第５章　活力ある
産業が育ちにぎわ
いと交流が生まれ
るまち　すずか

93

　単位施策１８１１について，単位施策名
について「企業誘致の推進」を「企業誘致
と創業・起業の推進」と変えるべき。

　概要について，「市内における新規創業
企業の増加を図る」を加えるべきと考え
る。もしくは前期の単位施策２１１１に
あった「創業や起業に向けた支援」を記述
すべき。

　創業・起業に向けた支援については，単
位施策２０１１「商業者の経営健全化促
進」の中で取り組んでいきます。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

産業振興部

67

第５章　活力ある
産業が育ちにぎわ
いと交流が生まれ
るまち　すずか

95

　単位施策１８２２について，前期計画に
おいては「工事の発注，物品の調達などで
中小企業者の受注を推進する」とあった
が，後期計画において削除したのはどうい
う理由からか。

　単位施策での取組の実施状況を考慮して
単位施策１８２２からは削除しました。
　工事，物品の発注，調達については，入
札及び調達の方針として公共工事，物品購
入，業務委託等の中小企業者を主にした市
内調達の拡充に努めています。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

産業振興部

68

第５章　活力ある
産業が育ちにぎわ
いと交流が生まれ
るまち　すずか

96

　単位施策1823について，次世代自動車
について，燃料電池を重点的に置いている
が，現在の潮流は電気自動車を始めとした
形になっているのではないか。
　そう考えた時に燃料電池車だけではな
く，概要の部分で「電気自動車」も明確に
記述しておく方が良いのではないか。

　成果指標について，単位施策の目的から
考えると，教室などへの参加者数を指標に
するのではなく，「市内における次世代自
動車の導入数」を設定するべきではないの
か。
　その際に燃料電池車と電気自動車を指標
にしたらどうかと考える。

　御意見のとおり，現状で電気自動車につ
いては，燃料電池自動車と比べ，保有台数
も認知度も高いと認識していますが，電気
自動車についても次世代自動車として包括
的にとらえています。
　水素社会への取組ついては，前期基本計
画からの事業の継続性もあり，水素の安全
性や水素利用の意義と可能性を社会全体で
共有する（社会的受容性の向上）必要があ
ると考え，市役所に設置した水素ステー
ションと公用車であるFCVを活用して，水
素社会に向けた取組（水素教室など）を実
施し，その参加者数を指標としました。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

産業振興部

69

第５章　活力ある
産業が育ちにぎわ
いと交流が生まれ
るまち　すずか

97
　19について，行政の使命の部分に「学校
給食との連携」という表現を追記すべきと
考える。

「学校給食などを通した食育の推進を図
り」を追記します。

修正対応有り 産業振興部

70

第５章　活力ある
産業が育ちにぎわ
いと交流が生まれ
るまち　すずか

98
　単位施策１９１１について，概要部分に
「学校給食と一次産品生産との連携」を記
述するべきではないか。

　概要２項目に，学校給食への食材提供
を，生産者及び生産者団体と連携の下，推
進する旨，記載しています。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

産業振興部

71

第５章　活力ある
産業が育ちにぎわ
いと交流が生まれ
るまち　すずか

99

　単位施策１９１２について，前期計画の
2015年における現状値が目標値となって
いるが，その点についての考えはどうなの
か。
　前期計画が未達成ということであればそ
の点についての改善を盛り込むべきではな
いか。

　鈴鹿市総合計画2023後期基本計画（素
案）単位施策成果指標の目標値設定シート
内目標値設定の根拠・考え方に記載してお
り，高齢化により認定の更新を行わない農
業者が増加傾向にあり，認定農業者数は減
少しているため，2015年度現状値を目標
値として設定しました。改善策につきまし
ては，鈴鹿市地産地消推進計画に具体的な
取り取組事項を定め，新たな認定農業者の
確保及び既存認定農業者の維持に努めま
す。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

産業振興部

12



鈴鹿市総合計画２０２３後期基本計画（素案）に対する意見公募における意見・対応一覧表

類　　型 素案該当頁 内　　容
No.

意　　　見
後期基本計画（素案）への対応（案）

後期基本計画（素
案）への修正対応の

有無
担当部局

72

第５章　活力ある
産業が育ちにぎわ
いと交流が生まれ
るまち　すずか

100

　単位施策１９１３について，目的の部分
において「一次産品加工業者」も合わせて
記述すべきではないか。
　概要部分について，特に漁業などにおい
ては厳しい経営環境などもあるので業種転
換などもこの部分において考えに入れてお
くべきではないか。

　目的の中の「農林漁業者」は，農林漁業
の生産，漁獲を行っている加工，販売業者
も含まれています（※加工，販売業のみ行
う業者は含まれません。）。
　農林漁業者への経営支援が施策であるた
め，農林漁業以外に業種転換する方への施
策は含まれていません。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

産業振興部

73

第５章　活力ある
産業が育ちにぎわ
いと交流が生まれ
るまち　すずか

105

　単位施策2011について，成果指標につ
いて指標を「商工会議所に加盟している商
業者数」とおいているが，商工会議所の活
性化が市の事業なのか，この成果指標では
そのように読めるため不適当と考える。
　商工会議所に加盟していない小業者数も
含めるべきであって，「商業統計などに現
れる数」を成果指標とするべきである。

　また，前期計画2013「消費者保護の推
進」をこの内容に統合しているのはどうい
う意図からなのか。

　商工会議所は，地域の商工業の総合的な
改善発達を図るとともに，社会一般の福祉
の増進に資することを目的としている地域
経済を支える経済団体であり，鈴鹿商工会
議所と連携を図りながら取組を進めること
によって，市内の商工業者の経営健全化や
消費活動の更なる活性化へとつながると考
えています。
　成果指標につきましては，前期基本計画
においても「商工会議所に加盟する商業者
数」を設定しており，前期計画期間との継
続性を測る意味もあって同様に設定しまし
た。
　消費者保護の推進につきましては，概要
のとおり，市内商業者等の消費者保護に対
する意識の向上を図っていくことで，消費
者が安心して買い物ができる商店が増え
て，結果として商業者の経営健全化につな
がるという商業者側からの視点で考え統合
しました。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

産業振興部

74

第５章　活力ある
産業が育ちにぎわ
いと交流が生まれ
るまち　すずか

105

　単位施策が商業者への支援の取組である
のに，市民の消費生活に関することが一緒
になっていることに違和感があります。
　本来，目的が異なるものではないでしょ
うか。

　消費者保護の推進につきましては，概要
のとおり，市内商業者等の消費者保護に対
する意識の向上を図っていくことで，消費
者が安心して買い物ができる商店が増え
て，結果として商業者の経営健全化につな
がるという商業者側からの視点で考えまし
た。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

産業振興部

75

第５章　活力ある
産業が育ちにぎわ
いと交流が生まれ
るまち　すずか

106
　めざすべき都市の状態２１について，将
来展望を踏まえた課題の中に「市内におけ
る労働者の待遇改善」を記述するべき。

「労働者の待遇改善」については，将来展
望を踏まえた課題の中で，勤労者の「雇用
環境の整備」としていますが，分かりやす
く「勤労者の雇用環境の整備に向けた支
援」と修正します。
また，行政の使命（ミッション）について
も労働者全体の雇用環境整備に向けたミッ
ションとするため，「求職者の求める」を
「勤労者の」に修正します。

修正対応有り 産業振興部

76

第５章　活力ある
産業が育ちにぎわ
いと交流が生まれ
るまち　すずか

109

　めざすべき都市の状態２２について，１
２行目のところに「観光需要の高まりやイ
ンバウンドの増加など」とあるが，この文
脈の中では別の話をひとつにしているよう
に読みとれるため，分離して記述するべき
ではないか。

　また，インバウンドについて，日常的に
使われる表現とはなっているが，やはり日
本語表現にして分かりやすくしておくべき
と考える。

　「インバウンドの増加や，働き方改革の
進展による余暇時間の過ごし方の多様化な
どにより，近年の観光を取り巻く状況には
変化が見られます。」に修正します。
　「インバウンド」については，P.110に
注釈を記載しています。

修正対応有り 産業振興部

13



鈴鹿市総合計画２０２３後期基本計画（素案）に対する意見公募における意見・対応一覧表

類　　型 素案該当頁 内　　容
No.

意　　　見
後期基本計画（素案）への対応（案）

後期基本計画（素
案）への修正対応の

有無
担当部局

77

第５章　活力ある
産業が育ちにぎわ
いと交流が生まれ
るまち　すずか

109～113

　観光振興方針の４ページには，市の総合
計画との関係性が示していただいてありま
す。
　そこには，関係する施策や単位施策と
いったものが書かれていますが，一方の総
合計画の該当するページを見ると，それら
の内容がどこにかいてあるのかよく分かり
ません。
　モータースポーツやインバウンドについ
ては触れられていますが，広域観光などの
その他の方針については総合計画に位置付
けてあるのでしょうか。

　単位施策２２１２の観光などによる集
客・交流の促進の概要に，広域観光や産業
観光・スポーツツーリズムなどを記載しま
す。

修正対応有り 産業振興部

78

第５章　活力ある
産業が育ちにぎわ
いと交流が生まれ
るまち　すずか

112

　単位施策２２１２について，別の内容を
一つの文章にしているが，「地元のイベン
トや地域物産資源素材などへの情報発信を
推進」，「海外からの観光客への環境整
備」，「市内における観光客の滞在性，周
遊性の向上を図る」，とそれぞれ分割して
表現するべきではないか。

　御意見のとおり，分割し表現を修正しま
す。 修正対応有り 産業振興部

79

第５章　活力ある
産業が育ちにぎわ
いと交流が生まれ
るまち　すずか

112

　観光のかたちが変化してきている中，三
重県内にもいくつかのフィルムコミッショ
ンがありますが，鈴鹿市もそのホームペー
ジをつくり，観光の場を世界に広めていく
ことで，映画などの撮影場所となり集客が
望めると考える。

　集客力のある施策を講じることは観光レ
クリエーション入込客の増加につなるもの
と考えますので，実行計画（事務事業）で
の参考とします。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

産業振興部

80

第５章　活力ある
産業が育ちにぎわ
いと交流が生まれ
るまち　すずか

113

　単位施策２２１３について，成果指標に
ついて指標名が「モータースポーツイベン
ト，Ｆ１，８耐及びモータースポーツファ
ン感謝デー」となっているが，現在の流れ
から考えれば，10時間耐久も入れておくべ
きではないのか。

　またF1開催が未定の部分があるのであれ
ば，8耐，10時間，ファン感謝デーの三つ
を，指標の数値に採用すれば良いのではな
いか。

　10時間耐久レースについては，レース創
設後2年の新しいレースであり，指標の前期
計画との整合性及び継続性の観点から，今
回の指標数値としては採用しませんでし
た。
　また，２０２2年以降のF１開催は未定で
あるものの，本市のモータースポーツの中
心的イベントであることを考慮し，今回の
指標数値として採用しました。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

産業振興部

81
第６章　市民力，
行政力の向上のた

めに
118

　単位施策2311について，概要部分で
「子どもの権利条約に沿って子どもの権利
を守る」と記述するべき。

　単位施策２３１１では，全ての人が尊重
される社会をめざすことを目的としてお
り，市政のあらゆる分野において，人権尊
重を基本とした各施策を遂行しているた
め，特化した記述はいたしません。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

地域振興部

82
第６章　市民力，
行政力の向上のた

めに

118～
119

　単位施策の目的に，目的（何のためにと
いうこと）が書いてありません。すべて行
政が取り組むことが書いてあるだけではな
いでしょうか。

　原案のとおりとします。
　素案118ページの単位施策2311の「目
的」及び素案119ページの単位施策2312
の「目的」は，それぞれ施策231「平等で
平和な社会の実現」のための目的として表
記しています。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

地域振興部

83
第６章　市民力，
行政力の向上のた

めに
119

　単位施策2312について，目的部分で
「また児童に健全な遊びを提供し，健康を
増進するとともに，情操を豊かにし，児童
一人ひとりの人権意識を育みます」とある
が，これは鈴鹿市のすべての子どもに行う
べきことではないのか。
　この部分が他の所では見られないことは
課題と考える。

　原案のとおりとします。
　市政のあらゆる分野において，人権尊重
を基本とした各施策を遂行している中で，
一ノ宮市民館，一ノ宮団地隣保館，玉垣会
館の３隣保館及び一ノ宮団地児童セン
ター，玉垣児童センターの２児童センター
においては，特に人権啓発の拠点としての
表現としています。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

地域振興部

14



鈴鹿市総合計画２０２３後期基本計画（素案）に対する意見公募における意見・対応一覧表

類　　型 素案該当頁 内　　容
No.

意　　　見
後期基本計画（素案）への対応（案）

後期基本計画（素
案）への修正対応の

有無
担当部局

84
第６章　市民力，
行政力の向上のた

めに
121

　単位施策2322について，女性の活躍が
うたわれることに異議を言うものではない
が，この部分で表現されている「女性」に
ついて補足の部分で説明を補っておくべき
と考える。
　肉体は男性でも心は女性の場合，鈴鹿市
はどう考えるのか示すべきと考える。

　女性活躍推進事業での「女性」とは，働
く場面で活躍したいと希望を持つすべての
女性のことであり，性的マイノリティにつ
いては，本事業から排除するものではない
が，別の課題として認識しています。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

地域振興部

85
第６章　市民力，
行政力の向上のた

めに
123

　めざすべき都市の状態２４について，将
来展望を踏まえた課題の部分で，コミュニ
ティスクールや地域共生社会，災害への対
応といった視点が読み取れないので記述を
しておくべきではないか。

　地域の実情により課題は多種多様である
とともに，地域づくりは地域住民自らが課
題等を見出し行動することが重要な観点で
あるため，限定的な課題等の捉え方につな
がる表現はしていません。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

地域振興部

86
第６章　市民力，
行政力の向上のた

めに
126

　単位施策2412について，概要部分で
「拠点となるまちづくりセンターの整備を
図り」とあるが，施設整備ありきの表現に
読み取れる。
　行政が直営で行うのであれば行政の仕事
を増やすということになり内容は妥当と考
えられない。
　東京都文京区が行なっているフミコムの
ような仕組みを作るのであれば納得できる
ので，仕組みの整備も記述すべき。

　ここで掲げる拠点は，フミコムの事例に
ある機能をもったものを想定しています。
　「どっとフミコム」のような情報発信に
ついては当市ホームページ内の「すずか市
民活動情報広場」で一部対応しています
が，「地域連携ステーション　フミコム」
のような拠点機能がなく整備が必要と考え
ているため，当該表現となっています。
　「整備」は将来的に公設民営を目標とし
ていますが，市内市民活動団体等の活動の
状況も鑑み，段階的な方針と考えていま
す。
※「フミコム」・・東京都文京区社会福祉
協議会が設置。区や地域住民・ボランティ
ア・NPO・企業・大学等と連携して，新た
なつながりを創出し，地域の活性化や地域
課題の解決を図っていくための協働の拠
点。（引用：フミコムホームページ）

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

地域振興部

87
第６章　市民力，
行政力の向上のた

めに
128

　単位施策2421について，成果指標を
「地域計画に基づき新たな事業に取り組む
地域づくり協議会の数」としているが，こ
の指標では鈴鹿市内の全域を考えた時に住
民負担が大きくなると考える。
　行政が指標とすべきことは，概要部分に
ある活動拠点の整備に置くべきではない
か。

　また，市内各地において活動拠点だけで
はなく人的支援，財政的支援，住民要望の
受付など行政との関係からも考えた時に，
併設館と単館公民館のギャップがあること
から考えても，市内の地域づくり協議会に
対してきちんとその点が提供されるかどう
かが，行政が成果とするべき内容と考え
る。
　であるので，成果指標を「市内における
地域づくり活動拠点と支援の整備数」とす
べき。

　単位施策2421における地域づくりの主
体は住民及び地域である。
　行政が行う住民及び地域の主体性の向上
への支援は，定量で測るものではなく，地
域が自ら地域に合った課題解決や活性化へ
の取組の実現につながることが必要である
ため，鈴鹿市地域づくり協議会条例の趣旨
の実現，即ち，住みよい地域づくりに向け
必要な新たな事業に取り組む地域づくり協
議会の数を成果指標として考えています。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

地域振興部

15



鈴鹿市総合計画２０２３後期基本計画（素案）に対する意見公募における意見・対応一覧表

類　　型 素案該当頁 内　　容
No.

意　　　見
後期基本計画（素案）への対応（案）

後期基本計画（素
案）への修正対応の

有無
担当部局

88
第６章　市民力，
行政力の向上のた

めに
128

　「地域づくり支援の推進」とあります
が，施策の概要に書いてある「地域づくり
協議会」というものでしょうか。
　また，地域づくりについては，自治会へ
の支援などもあると思いますが，他の取組
はないのでしょうか。

　本市では，人口減少や少子高齢化が進む
中，市民と行政との協働によるまちづくり
の推進に向けて，住民主体の地域づくりを
進めています。
　地域づくり協議会は，地域内の住民や自
治会，各委員や各団体等によって構成さ
れ，住みよい地域づくりに向けて連携協力
し地域の力で取り組むための自治組織で
す。
　地域においても少子高齢化等により自治
会や各団体の活動の維持が難しくなってい
る中，住みよい地域づくりに向けて地域全
体がお互い様の気持ちをもって支え合うな
どの取組や実施に向けての検討が進めら
れ，市内全域で２８の地域づくり協議会等
が設立されています。
　地域づくり支援として，市からは人的支
援として担当地区をもった地域支援職員制
度を，財政的支援として地域づくり一括交
付金制度をもち，地域の主体的な活動を支
援していくこととしており，自治会への支
援も含むものとして表記しています。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

地域振興部

89
第６章　市民力，
行政力の向上のた

めに
129

　単位施策2422について，現在の他自治
体の動きなどを考えても，公民館活動を狭
い意味において置く時代は終わったのでは
ないか。
　子どもから高齢者までの居場所づくりも
重要な事業と考える。
　福祉的な部分での活用の検討を概要に入
れておくべきと考える。

　概要に記載のとおり，地域住民に身近な
公民館事業の充実や地域づくり協議会との
協働を通して,様々な事業の取組が推進され
ていくものと考えています。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

地域振興部

90
第６章　市民力，
行政力の向上のた

めに
132

　単位施策2511について，成果指標にお
いて目標値が前期計画と同じとなっている
のはなぜか。
　現状値そのものは前期計画に対して改善
が大幅に見られている中で，目標値が低く
設定されることになるのではないか。

　現状前期計画の目標値を達成できていな
いため，後期基本計画においても，まずは
前期に掲げた目標値を達成するよう努める
ため，同じ値を設定しています。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

総務部

91
第６章　市民力，
行政力の向上のた

めに
133

　単位施策2512について ，前期計画と内
容的にはほとんど変わりがないが，単位施
策名が「機動的な」から「実効性の高い」
と表現が変わっている。
　このあたりについて，実効性の高いとい
うことであれば，その内容を概要部分に反
映させるべきではないか。

　また概要の中「組織間での機動的配置な
どを活用し」とあるが具体的にどのような
状況を指しているかが分かりにくい表現と
なっている。
　この部分について，もっと分かりやすい
表現にするべきではないか。

　前期基本計画では，機動的な組織体制の
構築に向けた取組としていたところ，鈴鹿
市行政組織条例の改正により課以下の組織
は規則で定めることとしたこと，また，機
動的配置についても，制度として定着して
きたことから，これらの活用により実効性
の高い組織体制を構築すべく，このような
表現に改めました。
　より分かりやすくするため，「組織間で
の」を「職員を組織間で流動的に配置でき
る仕組みとして，」に改めます。

修正対応有り 総務部

16



鈴鹿市総合計画２０２３後期基本計画（素案）に対する意見公募における意見・対応一覧表

類　　型 素案該当頁 内　　容
No.

意　　　見
後期基本計画（素案）への対応（案）

後期基本計画（素
案）への修正対応の

有無
担当部局

93
第６章　市民力，
行政力の向上のた

めに
135

　鈴鹿市まち・ひと・しごと創生総合戦略
は地域計画と密接に関係する諸政策，進捗
を示す指標類が記載されています。
　２０２０～20２４年を策定し縦覧する際
には，現在までの5年間実績と振り返りを記
載することによって住民と情報共有，現状
認識をしやすくしていただきたい。

　これまでの地方創生に係る取組や実績，
指標の進捗状況を踏まえ，次期戦略の策定
に当たっては，現状認識等も分かりやすい
表記に努めて，市民の皆様と情報共有して
まいります。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

政策経営部

94
第６章　市民力，
行政力の向上のた

めに
136

　単位施策2522について，概要部分に
「自治体間連携，職員間の交流からの政策
形成」，「積極的に研修に派遣」，「計
画・実行・評価までを任せる人事」，と
いった表現を追記するべきではないか。

　職員間交流，積極的な研修派遣，計画・
実行・評価までを任せる人事につきまして
は，本市職員の政策形成能力向上には欠か
せないものであり，引き続き，職員の人材
育成に努めてまいります。
　自治体間連携については，本単位施策だ
けではなくすべての施策等で必要な視点と
なりますので，政策形成を推進する中で，
庁内関係部局と協議・連携を図りながら，
検討してまいります。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

総務部
政策経営部

95
第６章　市民力，
行政力の向上のた

めに
136

　鈴鹿市シティセールスを活用した取り組
みをしてください。

　単位施策を推進する個別計画として，平
成30年3月に改定した「鈴鹿市シティセー
ルス戦略」を位置付けております。
　シティセールスを取り巻く現状と課題を
整理し，経営資源獲得のための方策を示し
たものであり，シティセールスに関する具
体的な取組につきましては，この戦略に基
づき推進してまいります。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

政策経営部

96
第６章　市民力，
行政力の向上のた

めに
138

　単位施策2523について「行政情報の
オープンデータ化の推進」を記述すべき。

　概要に「行政情報のオープンデータ化の
推進」についての記述を加えます。
　「市広報紙やホームページ，メールモニ
ターなど多様な広報媒体を活用して，市民
に対して分かりやすく市政に関する情報を
提供し，積極的な情報共有を図ります。」
を，「市広報紙やホームページ，メールモ
ニターなど多様な広報媒体を活用して，市
民に対して分かりやすく市政に関する情報
を提供するとともに，行政情報のオープン
データ化を推進し，積極的な情報共有を図
ります。」に修正します。

修正対応有り 政策経営部

92
第６章　市民力，
行政力の向上のた

めに

134～
135

　単位施策2521について，概要部分にお
いて「PPPの推進」の部分で「経費の縮減
を図ります」とあるところに「効果的な財
源の活用」という観点を追記しておくべき
ではないか。

　成果指標について，トータルマネジメン
トシステムや公共施設マネジメントを意識
したとあるが，特に公共施設マネジメント
については，鈴鹿市にとって重要な課題で
あるはずであるから，目標値は100%に設
定すべきと考える。

　135ページ部分について，行財政改革の
四つの視点と書かれているが，この部分に
ついて従来までの行革大綱を統合している
という表現を追記し分かりやすくするべき
ではないか。

　「PPPの推進」の部分について「効果的
な財源の活用による経費の縮減とサービス
の質の向上を図ります。」に変更します。
　単位施策2521の成果指標については，
組織として戦略を動かすための体制や意識
の醸成が必要なため，トータルマネジメン
トシステムと公共施設マネジメントを合わ
せた理解について，現状値を向上させるこ
とを単位施策で目指します。また，基本構
想に掲げるめざすべき都市の状態に対する
成果指標（個別指標）の25番目のうち「行
政経営システムが効率的に運用されている
と感じる市職員の割合」の目標値が80％で
あることから，この目標値につながるよう
設定していることから，現状のとおりとし
ます。
　後期基本計画においては，御意見のとお
り，従来の行財政改革大綱を総合計画
2023に統合しております。これは，総合
計画2023の基本構想に掲げる「行政経営
システムの効率化」の方針に従い，今後，
後期基本計画期間においては，計画の総合
化，総合的な行政経営システム及び行財政
改革の推進にさらに取り組むため，見直し
たものです。具体的には，135ページに行
財政改革の4つの視点を明文化し，実行プロ
セスを図示化して実行力を高めた説明を加
えています。御意見のとおり従来の行財政
改革大綱の理念を単位施策に継承したうえ
で統合している旨を追加します。

修正対応有り 政策経営部
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鈴鹿市総合計画２０２３後期基本計画（素案）に対する意見公募における意見・対応一覧表

類　　型 素案該当頁 内　　容
No.

意　　　見
後期基本計画（素案）への対応（案）

後期基本計画（素
案）への修正対応の

有無
担当部局

97
第６章　市民力，
行政力の向上のた

めに
140

　単位施策2532について，概要部分にお
いて「基金の一定残高を確保しつつ」とあ
るが，財政調整基金と特定目的基金とそれ
ぞれに分けて表現した方が良いのではない
か。
　
　成果指標について，前期と同じく将来負
担比率が採用されているが，前期の目標値
よりも高い設定となっている。

　また，後期計画における現状値と目標値
の関係から考えても，数値が上がっている
状態であり，財政運用について，このまま
では多様な考え方ができる状態になってい
る。
　
　成果指標である将来負担比率について，
なぜこのような数値になると考えられるの
か，その部分についても，下部でいいので
考え方を記述しておくべきである。

　基金については，財政調整基金は一定残
高の確保を優先しながらも，地方債減債基
金や公共施設整備基金等の特定目的基金は
弾力的な運用をしていくことを考えていま
すので，そのことが明確になるように概要
を修正します。
　また，現状値より上昇した将来負担比率
を目標として設定していることについて
は，後期は公共施設総合管理計画に基づき
施設の長寿命化や更新等を着実に実施して
いくことから，抑制を図った上でも，なお
市債発行額が増える見込みです。
　施設の長寿命化等を計画的に実施してい
くことが明確になるように概要を修正しま
す。

修正対応有り 政策経営部

98
第６章　市民力，
行政力の向上のた

めに
141

　単位施策2541について，131ページめ
ざすべき都市の状態25における行政のミッ
ションの部分で，「コンプライアンスの徹
底」が記述されているが，この部分では目
的の部分を始めとして，コンプライアンス
という言葉を使用した記述が見られない。
　全体の構成を考えれば目的の部分にコン
プライアンスと言う言葉を使っておくべき
ではないかと考える。

　御意見を踏まえ，単位施策2541の目的
にコンプライアンスについて明記します。

修正対応有り 総務部

99
第６章　市民力，
行政力の向上のた

めに
なし

　地域づくり協議会が，総合計画を推進す
る上で非常に重要になる。
　いろんな意味で地域づくり協議会支援し
たりバックアップする部門を増強したきめ
細かい支援をお願いしたい。

　人的支援として地域支援職員制度を継続
強化するとともに，財政的支援として地域
づくり一括交付金の交付を予定しており，
各地域づくり協議会の主体的な活動への支
援に取り組みます。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

総務部
地域振興部

100
第６章　市民力，
行政力の向上のた

めに
なし

　支援職員，コーディネーターの役割，責
任を明確をしないと地域差ありそう。

　平成28年度からの地域支援職員制度を継
続するにあたり，来年度からの体制の見直
しを予定しています。
　地域の実情等により地域づくり活動やそ
れに対する支援内容は一様ではないもの
の，地区市民センターが地域づくり支援の
中心となり地域支援職員との役割分担を明
確にし，連携しながら支援にあたることが
できる体制を考えてまいります。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

地域振興部

101 全体に関する意見 なし

　市の中が縦割りで基本計画，実行計画の
横断的いわゆる庁内の協働ができていな
い。
　縦割りにならない仕組みを作らないとい
けない。
　テーマ別担当制など計画時に実行体制ま
で作る。
　縦割りの問題は現在市民からも大きな問
題提起になっている。
　庁内の協働をするように大きな活動ス
ローガンにして行動変革，或いは協働でき
る体制に変更等をしていかないといけな
い。
　行政内部で地域との協働のために窓口１
本化を構築してもらいたい。
　地域づくりで地域は１本化しているのに
市役所内が一本化出来ていない。

（地域に対する庁内協働について）
　本市では，平成28年度から地域づくり推
進本部を設置し，地域づくりにおける庁内
横断体制を敷いておりますが，各地域づく
り協議会の活動の活性化に対応すべく，更
なる横の連携を強化する必要があると考え
ています。
　窓口一本化については地区市民センター
を基本とし，地域協働課及び地域支援職員
が橋渡しとなり調整を図るものと考えてい
ますが，活動分野に関係する部署と地域づ
くり協議会との協働をより一層推進すべ
く，地域づくり推進本部体制の充実を図る
ものと考えています。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

総務部
地域振興部
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鈴鹿市総合計画２０２３後期基本計画（素案）に対する意見公募における意見・対応一覧表

類　　型 素案該当頁 内　　容
No.

意　　　見
後期基本計画（素案）への対応（案）

後期基本計画（素
案）への修正対応の

有無
担当部局

102 全体に関する意見 なし

　単位施策，実行計画の責任部署，責任者
が明記されていない。
　課のレベルは書いてあるが複数部門にま
たがる施策は部長レベルが責任者にならな
いといけない（役割，責任の明確化）

　鈴鹿市総合計画2023は，当該施策や単
位施策を直接執行することとなる部局や課
を記載し，責任の所在を明確にしておりま
す。
　また，複数の部門にまたがる施策もござ
いますことから，複数課の記載事例もあり
ます。
　計画上，責任部署については明記してお
りますので，部局間同士の連携が適切に測
られるよう施策等を推進してまいります。

後期基本計画（素
案）への修正等の対
応はなし。

政策経営部
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